
　

教育委員　各位

日 教 庶 第 ８ ５ ８ 号

令 和 ７ 年 ( ２ ０ ２ ５ 年 ) ３ 月 １ ４ 日

日野市教育委員会

　   教育長　堀川　拓郎

（公印省略）

令和６年度第１２回教育委員会定例会の開催について

　日野市教育委員会告示第13号により、下記のとおり令和６年度第１２回教育委員会
定例会を開催します。定刻までに御参集ください。

教育委員会室（５０６会議室）

案件

開催日時

令和７年(２０２５年)３月１８日(火)   午後２時

 

第５７号 日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定について

開催場所

第５５号 令和7年度（2025年度）の主要な取り組みの策定について

第５６号 日野市新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画の策定につ
いて

第５８号 教育委員会職員の分限休職の専決処分について

第５９号 日野市立学校学校薬剤師の解嘱及び委嘱について

第６０号 教職員の内申の専決処分について

第６１号 豊田小学校学校運営協議会委員解任の専決処分について

第６２号 旭が丘小学校学校運営協議会委員の任命について

第６３号 東光寺小学校学校運営協議会委員の任命について

議案



第６４号 潤徳小学校学校運営協議会委員の任命について

第６５号 日野第一中学校学校運営協議会委員の任命について

第６６号 日野第四中学校学校運営協議会委員の任命について

第６７号 平山中学校学校運営協議会委員の任命について

第６８号 「日野市立小中学校における働き方改革推進プラン」の改定につい
て

第６９号 日野市社会教育委員会議規程の一部を改正する規程の制定について

第７０号 日野市公民館運営審議会規則の一部を改正する規則の制定について

第７１号 日野市立図書館協議会運営規則の一部を改正する規則の制定につい
て

第７２号 日野市郷土資料館条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい
て

第７６号 日野市立学校体育施設の開放に関する規則の制定について

第７７号 日野市立学校体育施設開放実施細則を廃止する規則の制定について

第７３号 日野市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい
て

第７４号 日野市教育委員会の附属機関の会議の傍聴に関する規則の制定につ
いて

第７５号 日野市立学校施設の開放に関する規則の制定について

第７８号 日野市立教育センター所長の任命について

第6-13号 落選・義家弘介氏ら”反日教組議連”が09年６月文科省課長を呼び
出し迫った教特法第18条２項改悪は、主権者教育の妨害なので今後
とも改悪しないよう、文科省に意見書を出そう等の請願

第２８号 「第4次日野市子ども読書活動推進計画」の期間延長について

請願

報告事項



ページ番号

議案第５５号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

令和7年度（2025年度）の主要な取り組みの策定について

令和7年度（2025年度）の主要な取り組みを策定するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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令和7年度（2025年度）主要な取り組み

部門 プロジェクト・理念 事業名 事業概要 事業区分 重点事業 予算額（千円） 主管課

1
第4次学校教育基本

構想の推進

「学校を支える」

プロジェクト
豊田小学校大規模改造事業

令和2・3年度の東校舎改築、令和4年度の体育館大規模改造に

続き、令和６～8年度に校舎大規模改造、令和9年度に校庭改

修等を実施し、学習環境の整備と併せた施設の⾧寿命化を図

る。

継続 〇 979,245 庶務課

2
第4次学校教育基本

構想の推進

「学校を支える」

プロジェクト

「日野本町地区公共施設再編

基本構想・基本計画」の策定

企画部が所管する「日野本町地区公共施設再編基本構想・基

本計画」の区域に含まれる日野第一小学校について、市⾧部

局と改築に向けた協議調整を行う。

新規 － 庶務課

3
第4次学校教育基本

構想の推進

「学校を支える」

プロジェクト

学校施設のLED化の計画的な

推進

・令和7年度に日野第三小学校、潤徳小学校、滝合小学校にて

照明改修工事を実施する。

・その他20校及び2園については、令和7年度から8年度にかけ

てLED照明器具設置をリース方式にて実施する。

新規 〇 183,441 庶務課

4
第4次学校教育基本

構想の推進

「学校を支える」

プロジェクト
給食調理室へのエアコン設置

・給食調理室にエアコンが設置されていない小中学校21校に

て、各学校の環境によりどの程度の能力の設備が必要かを把

握するための基本調査を実施する。

・改築により使用期限が明確である日野第一小学校について

は、先行してリース方式にてエアコンを設置する

新規 13,801 庶務課

5
第4次学校教育基本

構想の推進

「学校を支える」

プロジェクト
学校給食費の全額公費負担化

日野市立小中学校の学校給食費を全額公費負担にする。ま

た、食物アレルギー等のために学校給食の提供を受けず、弁

当を持参する場合には、給食費相当分の金額を保護者に補助

する。

継続 〇 755,271 学務課
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令和7年度（2025年度）主要な取り組み

部門 プロジェクト・理念 事業名 事業概要 事業区分 重点事業 予算額（千円） 主管課

6
第4次学校教育基本

構想の推進

「学校を支える」

プロジェクト

学校における働き方改革推進

事業

教員不足や、業務量が増大する実情を踏まえ、「副校⾧補

佐」「スクール・サポート・スタッフ」「部活動指導員」

「エデュケーション・アシスタント」を実施しながら、超過

勤務時間の縮減等、学校の働き方改革を推進する事業を実施

する。

拡充 304,130 教育指導課

7
第4次学校教育基本

構想の推進

「学校を支える」

プロジェクト
特色ある学校づくり推進事業

学校や教員の資質向上、子供たちの学び、地域の特性を活か

した学校づくりを支援するための研究奨励事業や特色ある学

校づくり補助金事業等で、各学校の教育内容の充実を図る。

継続 14,787 教育指導課

8
第4次学校教育基本

構想の推進

「学校を支える」

プロジェクト

第4次学校教育基本構想推進事

業

第4次日野市学校教育基本構想（令和6年度～令和10年度）を

推進する。各学校がプロジェクトを年度ごとに選択・更新

し、具体的な活動を実施する。本構想の推進を図るため、各

学校のプロジェクトの実施状況についての交流会や研修会を

実施する。

継続 142 教育指導課

9
第4次学校教育基本

構想の推進

「学校を支える」

プロジェクト
学級支援員・介助員配置事業

【学級支援員】通常の学級に在籍する児童・生徒に対し、日

常生活における安全確保や学習活動上の見守りや教員の指導

補助等を行う。

【介助員】特別支援学級に在籍する児童・生徒の日常生活上

の介助や安全確保、学習活動上の見守りや教員の指導補助等

を行う

拡充 162,991
発達・教育

支援課

10
第4次学校教育基本

構想の推進

「多様な学びと学び方」

プロジェクト

個の状況にあわせた不登校支

援事業

日野市立学校の不登校対策方針に基づき、各学校での不登校

支援策を充実させる。中学校に配置していた家庭と子供の支

援員の配置を小学校にも拡充し、個に応じた不登校支援の充

実及び校内登校支援教室の設置を促進する。

継続 13,516 教育指導課
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令和7年度（2025年度）主要な取り組み

部門 プロジェクト・理念 事業名 事業概要 事業区分 重点事業 予算額（千円） 主管課

11
第4次学校教育基本

構想の推進

「多様な学びと学び方」

プロジェクト
わかば教室運営事業

指導員等の勤務時間及び人数を見直し、わかば教室の体制の

充実を図る。
拡充 44,337 教育センター

12
第4次学校教育基本

構想の推進

「多様な学びと学び方」

プロジェクト

リソースルームティーチャー

（個別学習指導）の役割拡充

通常の学級に在籍する障害のある子ども、または特定の教科

学習の理解に困難を示している子どもに、在籍校で個別の学

習指導を行う。平成23年度までに小学校全校で事業開始、平

成30年度までに中学校全校で事業開始。令和7年度より状況に

応じて３名までのグループ指導を行い、校内登校支援教室に

おいて、必要に応じた学習支援と利用者の見守りを行う形に

役割を拡充する。

新規 〇 90,705
発達・教育

支援課

13
第4次学校教育基本

構想の推進

「多様な学びと学び方」

プロジェクト

スクールソーシャルワーカー

配置事業

スクールソーシャルワーカーは、不登校やいじめ、経済的困

窮や養育困難など健全育成上の課題を抱える児童・生徒及び

その家族に対し、社会福祉等の専門的知識等を有し、関係機

関等と連携し、児童・生徒の置かれた環境への働きかけを行

い、児童・生徒の教育・生活環境の改善を図る。

継続 17,805
発達・教育

支援課

14
第4次学校教育基本

構想の推進

「多様な学びと学び方」

プロジェクト

第6次特別支援教育推進計画の

見直し

令和5年にスタートした当該計画の中間見直し（第4次学校教

育基本構想反映、リソースルームティーチャー役割拡充等）
新規 48

発達・教育

支援課
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令和7年度（2025年度）主要な取り組み

部門 プロジェクト・理念 事業名 事業概要 事業区分 重点事業 予算額（千円） 主管課

15
第4次学校教育基本

構想の推進

「多様な学びと学び方」

プロジェクト

日野第八小学校と七生緑小学

校の特別支援学級再編

日野第八小学校と七生緑小学校の知的固定学級を七生緑小に

統合し「なのはな学級」として令和7年度より開設。

・特別な教育課程を編成し授業を実施

・通常の学級集団における交流及び共同学習を実施 等

日野第八小学校自閉症・情緒障害特別支援学級「つばめ学

級」の開設・運営

・全学年通常の学級と同様の授業を実施

・各教科等の指導に加えて自立活動の指導を実施 等

新規 505
発達・教育

支援課

16
第4次学校教育基本

構想の推進

「多様な学びと学び方」

プロジェクト

就学相談件数の増加に対応す

るための体制の拡充

就学相談件数の増加に対応するため、就学相談員の人数を増

員し、円滑に就学相談を進め遅延なく検討会を実施するよう

に努める

拡充 23,686
発達・教育

支援課

17
第4次学校教育基本

構想の推進

「多様な学びと学び方」

プロジェクト
多様な学びの場構築事業

多摩市と連携して、多摩地域の社会的資源を活かしながら学

校へ通いづらい子どもたちと、地域活動を行う大人たちが多

世代交流できる居場所を創る「ひのたまULTLAプログラム」

を実施する。

継続 〇 5,000
生涯学習支援課

（中央公民館）

18
第4次学校教育基本

構想の推進

「多様な学びと学び方」

プロジェクト

心理相談、ST・OT指導の待ち

期間短縮に向けた専門職の配

置充実

心理士、言語聴覚士、作業療法士の配置を拡充し、心理相

談、ST・OT指導の待ち時間短縮を図る
拡充 29,918

発達・教育

支援課

19
第4次学校教育基本

構想の推進

「教育DX」

プロジェクト
校務における押印廃止の推進

国によるデジタル行財政改革の取組に従い、学校から各課へ

提出される様式について押印廃止を推進する。
新規 － 全課
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令和7年度（2025年度）主要な取り組み

部門 プロジェクト・理念 事業名 事業概要 事業区分 重点事業 予算額（千円） 主管課

20
第4次学校教育基本

構想の推進

「教育DX」

プロジェクト
就学援助申請手続きのDX化

現在紙の申請書により受け付けている就学援助の申請手続き

について、電子申請の試行導入に着手する。
新規 － 庶務課

21
第4次学校教育基本

構想の推進

「教育DX」

プロジェクト
学習者用端末更改事業

①東京都共同調達（26市・23区と共同しながら仕様等を決

定）に参加し都のプロポーザルを踏まえ事業者を選定・契約

し、調達準備を行う。②令和８年度夏季休業期間中に各学校

に展開する。

新規 〇

０

※令和８年度

債務負担行為

948,882

教育指導課

22
第4次学校教育基本

構想の推進

「教育DX」

プロジェクト

特別支援教育支援システム改

修事業

かしのきシートの内容を国モデルに合わせるための発達・教

育支援システム及び校務支援システムの改修が完了。運用が

始まる

継続 5,445
発達・教育

支援課

23
第4次学校教育基本

構想の推進

「スクールコミュニティ」

プロジェクト
地域クラブ活動体制整備事業

①地域と連携して実施する地域クラブ活動「ひのスポ！！ひ

のカル！」を運営し、地域企業・団体と共に地域文化スポー

ツ連携協議会の中で、地域クラブ活動の運営について協議し

ながら推進する。

②企業版ふるさと納税を活用した給付型体験奨学金「ひのス

ポ！ひのカル！奨学金」の支給を開始する。

拡充 〇 14,634 教育指導課

24
第4次学校教育基本

構想の推進

「スクールコミュニティ」

プロジェクト

コミュニティスクール・地域

学校協働活動の推進体制の整

備

令和7年度より、教育指導課内に地域学校支援係を新設し、生

涯学習課から地域学校協働活動推進事業を移管して、コミュ

ニティ・スクール関係事業については、一体的組織で学校を

支援する。

新規 －
教育指導課

（生涯学習課）
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令和7年度（2025年度）主要な取り組み

部門 プロジェクト・理念 事業名 事業概要 事業区分 重点事業 予算額（千円） 主管課

25
第4次学校教育基本

構想の推進

「スクールコミュニティ」

プロジェクト

「日野市におけるコミュニ

ティスクール推進に関する基

本方針」の策定

全小・中学校への導入に向けて、日野市におけるコミュニ

ティ・スクール制度の基本的な考え方、運用上の留意点など

を共有するため、コミュニティ・スクールに関する基本方針

を策定する。

新規 －
教育指導課

（生涯学習課）

26
第4次学校教育基本

構想の推進

「スクールコミュニティ」

プロジェクト

コミュニティスクールの設置

推進（8校→12校）

令和7年度において、既存の小学校8校に加え、新たに小学校2

校、中学校においても初めて2校程度、コミュニティ・スクー

ルを導入する。

拡充 －
教育指導課

（生涯学習課）

27
第4次学校教育基本

構想の推進

「スクールコミュニティ」

プロジェクト
地域学校協働活動の充実

地域学校協働活動を移管し、コミュニティ・スクール関係事

業と一体的組織で推進する。中学校における「より魅力ある

学校にするプロジェクト」も加え、効率的で実効性ある事業

をする。

拡充 〇 11,932
教育指導課

（生涯学習課）

28

生涯学習推進基本

構想・基本計画の

推進

このまちに生きる

だから このまちで

学び 学び合う

「日野本町地区公共施設再編

基本計画」の策定を踏まえ

た、日野図書館、中央公民館

及び郷土資料館を含めた社会

教育施設運営のアップデート

令和7年度より、生涯学習課と中央公民館を統合して生涯学習

部門の集約化を図り、拠点を中央公民館に置くことで、日野

本町地区の再編においても社会教育機関として重要な役割を

担い、各種調整を行う。

新規 －
生涯学習支援課

（中央公民館）

29

生涯学習推進基本

構想・基本計画の

推進

このまちに生きる

だから このまちで

学び 学び合う

文化財保護事業

（日野宿本陣保存活用計画策

定）

東京都と日野市の指定文化財である日野宿本陣の及び附上段

の間の文化財保存活用計画を、都と連携して策定する。令和7

年度には市民、学識経験者等による策定委員会を設置し事業

に着手する。

新規 〇 168
ふるさと

文化財課
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令和7年度（2025年度）主要な取り組み

部門 プロジェクト・理念 事業名 事業概要 事業区分 重点事業 予算額（千円） 主管課

30

生涯学習推進基本

構想・基本計画の

推進

このまちに生きる

だから このまちで

学び 学び合う

百草倉沢エコミュージアム事

業

市民協働による地域文化財の調査・保存・活用。従来事業に

加え、京王百草園松連庵の建造物調査を行い、地域史研究の

進展と、文化財保護に携わる市民の育成をはかる。

継続 2,425
ふるさと

文化財課

31

生涯学習推進基本

構想・基本計画の

推進

このまちに生きる

だから このまちで

学び 学び合う

「(仮称)デジタル・アーカイブ

日野」構築事業

図書館との政策課題連携枠提案事業として、日野市の歴史資

料・行政資料のデジタル化を進め、ＨＰでの公開等を行う。

令和７年度は歴史的公文書30箱分を整理し、目録及びコマ数

表を作成する。

継続 123
ふるさと

文化財課

32

生涯学習推進基本

構想・基本計画の

推進

地域に根差した

「知のひろば」が

本と人との「わ」をつくる

図書館及び学校図書館業務シ

ステム更新事業

公共図書館及び学校図書館の業務システム（システム、機器

類、ネットワーク）を更新する。令和７年７月稼働に向けて

令和６年度中にプロポーザルにより事業者の決定及び構築を

債務負担により開始済み。令和１２年６月末までの契約

継続 〇 129,142 図書館
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• 各学校が取り組むプロジェクトへの支援
• 特色ある学校づくり補助金【R6 拡充】
• 研究奨励校の指定・校内研究への支援、小学校教科担任制の推進【R6新規】
• 第４次学校教育基本構想推進のための研修・交流の充実【R6 新規】

• 学校支援体制の拡充
• スクールロイヤーの配置【R6 新規】
• 副校長補佐、SSS、 部活動指導員等の配置【R6,R7 拡充】
• 学級支援員・介助員の配置【R6, R7 拡充】
• エデュケーションアシスタントの小学校全校への配置（17校）【R6.9-新規】
• 「日野市立小・中学校における働き方改革推進プラン」の改定【R6.3新規】

• 幼保小連携の推進
• 幼児教育・保育連携推進プロジェクトチームの設置【R5.4新規】
• 「日野市らしい幼児教育・保育の在り方に関する検討結果」とりまとめ
【R5.12 新規】

• 幼児教育アドバイザー２人目の配置【R6新規】
• 公私立・幼保合同の研修等の充実【R6 拡充】
• 公立幼稚園における未就園児の定期的な預かりの実施【R6 新規】

• 学校施設等の整備・充実
• 豊田小学校大規模改造【R6～R8】、
小学校体育館エアコン設置【R7 全校完了予定】、トイレ改修【R7 拡充】

• 「新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画」の策定【R7.3 新規】
• 「日野本町地区公共施設再編基本構想」の策定【R7.3新規】
• 「日野本町地区公共施設再編基本計画」の策定【R7新規】
• 学校施設のLED化の計画的な推進【R7新規】
• 給食調理室へのエアコン設置に向けた調査及び先行実施【R7新規】

• 学校安全の推進
• 通学路防犯カメラの整備【R6拡充】
• 「給食アレルギー対応マニュアル」の改訂【R7.3新規】

• 学校給食費の全額公費負担化の開始【R7.1-新規】

第４次日野市学校教育基本構想に基づく令和７年度重点施策（案）

１．「学校を支える」プロジェクト

３．「教育ＤＸ」プロジェクト

２．「多様な学びと学び方」プロジェクト

４．「スクールコミュニティ」プロジェクト

• 探究的な学びの推進
• 探究学習アドバイザーの配置（４次構想、学校図書館の活用推進）【R6 新規】
• 学校図書館司書の全校配置【R6新規】
• 学校図書館司書、司書教諭等への研修の充実【R7拡充】
• 日野第四小学校における新設教科「マイプランスクール科」の研究開発
（国の研究開発学校に指定（申請中））【R7新規】

• 多様な学びとインクルージョンの推進
• いじめ防止に関する条例の制定に向けた検討【R6, R7新規】
• 「日野市不登校総合対策（仮称）」の策定【R7新規】
• 校内教育支援センター（仮称）の整備充実等

• 校内登校支援教室の設置拡大【R6, R7 拡充】
• 不登校対応巡回教員の配置（中学校5校）【R7 新規】
• 家庭と子供の支援員の小学校全校への配置（17校） 【R7新規】
• リソースルームティーチャー（個別学習指導）の役割拡充【R7 新規】
• 各中学校区に１名配置に向けたSSWの配置充実【R6拡充】

• 三沢中学校にチャレンジクラス（不登校対応校内分教室）を開設【R6 新規】、
国の研究開発学校に指定（申請中）【R7新規】

• 教育支援コーディネーターの配置（不登校対応,フリースクール連携等)【R6 新規】
• わかば教室の体制充実（支援員, 心理士等）、オンラインわかば実施【R6,R7拡充】
• 「第６次日野市特別支援教育推進計画」の見直し【R7新規】
• 七生緑小学校に新たな知的障害特別支援学級を開設【R7新規】
• 日野第八小学校に新たな自閉症・情緒障害特別支援学級を開設【R7 新規】
• 心理相談、ST・OT指導の待ち期間短縮に向けた専門職の配置充実【R6.10-拡充】
• 就学相談件数の増加に対応するための体制の拡充【R7拡充】
• 「医療的ケア児への対応に向けたガイドライン」策定【R6.3新規】、
学校派遣看護師の配置【R6 新規】

• ひのたまULTLAプログラム（学校に通いづらい子供・居場所を見つけづらい大人た
ち等を対象とした、地域の多様な学びの場）の実施（多摩市との広域連携事業）
【R6, R7新規】

• 部活動改革の推進
• 地域部活動推進コーディネータ―の配置【R5新規】
• ひのスポ！ひのカル！の本格実施 【R6 新規】
• 「学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画」の策定【R6.10新規】
• 低所得世帯を対象とした給付型奨学金事業の実施【R6 新規】
• ひのスポ！ひのカル！受益者負担の拡充【R7新規】
• 「部活動に関する方針」の改訂による部活動週４日制の推進【R7新規】
• 企業版ふるさと納税の導入開始【R7新規】
• 東京女子体育大学と連携した部活動支援の仕組みの導入【R7新規】

• コミュニティ・スクールの推進
• コミュニティスクール・地域学校協働活動の推進体制の整備【R7新規】
• 「日野市におけるコミュニティスクール推進に関する基本方針」の策定
【R7.3 新規】

• コミュニティスクールの設置推進（8校→12校）【R7拡充】
• 地域学校協働活動の充実【R7 拡充】

• 「新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画」の策定（再掲）【R7.3 新規】

• 校務のDX
• 校務における押印廃止の推進【R7 新規】
• ゼロ・トラストの考え方に基づく校務用端末の更新（ネットワーク統合・学
習者用端末との一台化）【R5.8-新規】

• 校務支援システムのクラウド化【R6 新規】
• GIGAスクール端末の更新（NEXT GIGA）に向けた準備・検討【R7 新規】
• 教職員のテレワーク開始【R6.8 新規】
• かしのきシート（個別の支援計画）の利便性向上のための、発達・教育支援
システム及び校務支援システムの改修【R6新規】

• 新しい教科書に対応した教師用デジタル教科書の配備【R6, R7 新規】
• １人１台端末の活用

• １人１台端末を活用した電子図書館システムの導入【R6.9-新規】
• １人１台端末を活用した子供なんでも相談の開始【R6 新規】
• １人１台端末を活用した心身不調スクリーニングツールの導入（実証）【R6
新規】

• 就学援助申請手続のDX化【R7 新規】

みんなが当事者として、
自ら歩む道をつくる

みんなの多様な学びと
多様なしあわせをつくる

社会と未来に開き、
みんなでつくる

３つの

基本方針

４つの
プロジェクト

行政が取り組む

日野市生涯学習推進基本構想・基本計画
（日野まなびあいプラン）に基づく令和７年度重点施策（案）

５．豊かな生涯学習環境の実現

• 多様な活動の場の創出
• 学校施設における社会教育の場の拡充【R6-拡充】
• 学校施設開放を含む公共施設予約システムの更新【R6 新規】

• 社会教育施設における運営のアップデート
• 「社会教育施設（一部）個別施設計画」の策定【R6.3新規】
• 「新たな学校施設・社会教育施設づくり推進計画」の策定（再掲）
【R7.3新規】

• 「日野本町地区公共施設再編基本構想」の策定（再掲）【R7.3新規】
• 「日野本町地区公共施設再編基本計画」の策定を踏まえた、日野図書館、中
央公民館及び郷土資料館を含めた社会教育施設運営のアップデート
【R7新規】

• 第２次公民館基本構想・基本計画の推進
• ひのたまULTLAプログラム（学校に通いづらい子供・居場所を見つ
けづらい大人たち等を対象とした、地域の多様な学びの場）の実施
（多摩市との広域連携事業）（再掲）【R6, R7新規】

• 第４次図書館基本計画の推進
• 公立図書館及び学校図書館における電子図書館システムの導入（一
部再掲）【R6新規】【R7拡充】

• 企業版ふるさと納税の導入開始【R7新規】
• 図書館及び学校図書館業務システムの更新【R6、R7新規】

• 地域の歴史的建造物の保存活用・継承
• 中央図書館 保存活用計画の策定【R7.3新規】、国登録有形文化財へ
の登録【R7新規】

• 「（仮称）デジタル・アーカイブ日野」の構築【R7拡充】
• 日野宿本陣及び附上段の間 都指定史跡・市指定文化財登録【R6.3新
規】、 保存活用計画の策定【R7新規】
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ページ番号

議案第５６号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画の策定について

令和7年度から40年間を計画期間とする日野市新たな学校づくり・社会教育施
設づくり推進計画を策定するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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日野市新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画(素案)に対する 

パブリックコメント結果報告 

 

 

 「日野市新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画」の策定にあたり、広く市民の

皆様のご意見をお聞きし、より良い計画とすべく、計画の素案についてパブリックコメント

を実施しました。その結果について、以下の通り報告いたします。 

なお、パブリックコメントの実施にあたっては「日野市パブリックコメント手続実施要綱」

に基づいて実施しております。 

 

１．実施期間 

 令和７年１月２１日（火曜）から２月１９日（水曜）まで 

 

２． 周知方法 

(1)市の広報紙「広報ひの」令和７年１月号に掲載 

(2)市のホームページに掲載 

(3)市民説明会を令和７年１月２５日（土曜）に開催 

 

３． 素案の縦覧方法 

(1)庶務課窓口、七生支所、豊田駅連絡所、市内各図書館にて閲覧 

(2)日野市ホームページ 

 

４．意見の提出方法 

 （１）庶務課窓口へ直接持参 

 （２）郵送 

 （３）ファクシミリ 

 （４）電子メール 

 

５．意見の件数等 

 （１）庶務課窓口へ直接持参 １名 

 （２）郵送             ０名 

 （３）ファクシミリ        ０名 

 （４）電子メール         ０名 

               合計    1名 

           ご意見数    3件 

 

６．「ご意見及びその概要」「市の考え方」「計画への反映について」 

  別紙１の通り 

 

７．その他 

  パブリックコメント実施後に、計画の内容を変えない範囲で８件の修正・追記を行って

います。（別紙２の通り） 
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【別紙１】

項番
意見者
の分類

素案該当項目
≪該当ページ≫

意見及びその概要
（原文のまま・ただし、明らかな誤字脱字や入力ミス及び個人が特定される恐れのある表現は修正しています。）

教育委員会の考え方（反映、対応の理由） 計画への反映について

1 ① 計画全般
取り組を実施することを希望する。他の学校への新築につながることになりますし、地域の社会教育施設としての新たな活用も進
むでしょう。一小の内又は旧JAの土地に、新中央図書館・児童館・認知症カフェなど親和性のある施設を提案したい。

P69,103記載のとおり、日野市公共施設総合管理計画に基づき、各学校の改築や大
規模改修の際には、当該地域の公共施設の再編の動向等を踏まえ、総合管理計画や個
別再編計画との連携を図り、縮充を推進していきます。

いただいたご意見は参考にさ
せていただき、計画素案の変更
は行いません。

2 ① P83
P83にはバリアフリー化（エレベーター等）・トイレの項には、洋式化の様子が解かると良いと思う（少しずつ改善を行っている事を示
すべきと思う）。

ご意見のとおり、当市でも学校施設の改善を進めてきており、P83では過去10年間で
の整備費により各校整備の概括を示し、P101にて各校のエレベーター設置状況を示し
ております。

いただいたご意見は参考にさ
せていただき、計画素案の変更
は行いません。

3 ① 計画全般 食堂は作らないのでしょうか
P61記載のとおり、中学校では食堂など給食に必要な施設機能を整備することとし、
食堂の整備にあたってはその空間や面積など特徴を考慮して、多機能スペースや共有
化としての利活用などについても検討することとします。

いただいたご意見は参考にさ
せていただき、計画素案の変更
は行いません。

新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画（素案）　パブリックコメント　（意見の概要と市の考え方、計画への反映方針）

本素案に係る意見書を提出できる者
①　市内に住所を有する方
②　市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
③　市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
④　市内に存する学校に在学する方
⑤　パブリックコメント手続の対象となる施設等に直接的に利害関係を有する方

【パブリックコメント概要】
期間：令和７年_1月21日～2月19日。意見数_１者３件
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ページ番号

議案第５７号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定について

第四幼稚園の閉園その他所要の整理を行うため、日野市教育委員会公印規程の
一部を改正するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

 - 15 -



 

教育委員会規則第   号 

 

日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則 

 

日野市教育委員会公印規程（昭和51年教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正

する。 

第５条に後段として次のように加える。 

この場合において、同規程中「総務部総務課」とあるのは「教育委員会事務局庶務

課」と、「総務課」とあるのは「庶務課」と、「総務部総務課長」とあるのは「教育委

員会事務局庶務課長」と、「総務課長」とあるのは「庶務課長」と、「公印管理課の

長」とあるのは「公印管理責任者」と、「総務部長」とあるのは「教育部長」と、「市

長」とあるのは「教育長」とそれぞれ読み替えるものとする。 

第５条を第６条とする。 

第４条中「10年間」を「５年間」に改め、「教育委員会事務局」を削り、同条を第５条

とし、第３条の次に次の１条を加える。 

（印影の保存） 

第４条 公印管理責任者は、管理している公印の印影を印影簿（第１号様式）に採録し、

毎年教育委員会事務局庶務課長（以下「庶務課長」という。）に提出しなければならな

い。 

別表第１中26の項から28の項までを削り、29の項を26の項とし、30の項から156の項ま

でを３項ずつ繰り上げる。 

別表第２中26の項から28の項までを削り、29の項を26の項とし、30の項から156の項ま

でを３項ずつ繰り上げる。 

第１号様式を次のように加える。 
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付 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表第１及び別表第２の改正規

定は、令和８年４月１日から施行する。 
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日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の新旧対照表                 ＿は、改正部分を示す。 
新 旧 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

（印影の保存） 

第４条 公印管理責任者は、管理している公印の印影を印影

簿（第１号様式）に採録し、毎年教育委員会事務局庶務課

長（以下「庶務課長」という。）に提出しなければならな

い。 

 

（廃止された公印の保存） （廃止された公印の保存） 

第５条 廃止された公印は、廃止された日から５年間      

          庶務課長において保存しなければならない。 

第４条 廃止された公印は、廃止された日から10年間教育委

員会事務局庶務課長において保存しなければならない。 

（準用） （準用） 

第６条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等につ

いては、日野市公印規程（昭和38年規程第１号）を準用す

る。この場合において、同規程中「総務部総務課」とある

のは「教育委員会事務局庶務課」と、「総務課」とあるの

は「庶務課」と、「総務部総務課長」とあるのは「教育委

員会事務局庶務課長」と、「総務課長」とあるのは「庶務

課長」と、「公印管理課の長」とあるのは「公印管理責任

者」と、「総務部長」とあるのは「教育部長」と、「市

長」とあるのは「教育長」とそれぞれ読み替えるものとす

る。 

第５条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等につ

いては、日野市公印規程（昭和38年規程第１号）を準用す

る。                                                
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付 則 付 則 

略 略 

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係） 

番

号 

公印の名称 寸法 管理

責任

者 

用途 個数 

１

～2

5 

略 略 略 略 略 

26 東京都日野市立第四

幼稚園之印 

方24ミリメート

ル 

〃 〃 １ 

27 東京都日野市立第四

幼稚園長印 

方21ミリメート

ル 

〃 〃 １ 

28 日野市立第四幼稚園

契印 

長径33ミリメー

トル 

短径13ミリメー

トル 

〃 〃 １ 

26

～1

53 

略 略 略 略 略 

 

番

号 

公印の名称 寸法 管理

責任

者 

用途 個数 

１

～2

5 

略 略 略 略 略 

26 東京都日野市立第四

幼稚園之印 

方24ミリメート

ル 

〃 〃 １ 

27 東京都日野市立第四

幼稚園長印 

方21ミリメート

ル 

〃 〃 １ 

28 日野市立第四幼稚園

契印 

長径33ミリメー

トル 

短径13ミリメー

トル 

〃 〃 １ 

29

～1

56 

日野市立第七幼稚園

之印 

方24ミリメート

ル 

略 略 略 

 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

1～25          1～25 26 27 28 
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略          

26～153 

略 
 

略 

   

29～156 

略 
 

第１号様式（第４条関係）  
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ページ番号

議案第５８号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

教育委員会職員の分限休職の専決処分について

教育委員会職員に対する地方公務員法第２８条第２項第１号による分限休職の
発令について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため教
育長専決により分限休職の発令を行いましたので、報告し承認を求めるもので
す。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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非公開
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ページ番号

委嘱している学校薬剤師から、令和7年3月31日をもって辞退する申し出があっ
たため、その後任者を新たに令和6・7年度の学校薬剤師として委嘱するもので
す。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第５９号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市立学校学校薬剤師の解嘱及び委嘱について

 - 25 -



１．令和６・７年度日野市立学校の学校薬剤師委嘱者

（１）小学校

学校名 科別 氏名 住所

日 野 第 一 小 学 校 薬剤師 上 田 清 隆

（２）中学校

学校名 科別 氏名 住所

日 野 第 四 中 学 校 薬剤師 有 賀 友 基

２．学校薬剤師の任期

　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（前任者の残任期間）

３．令和６・７年度日野市立学校の学校薬剤師辞退者

（１）小学校

学校名 科別 氏名 住所

日 野 第 一 小 学 校 薬剤師 柴 崎 俊 明

（２）中学校

学校名 科別 氏名 住所

日 野 第 四 中 学 校 薬剤師 松 本 貴 義

《日野市立学校の学校医等の任用等に関する規則》

　第２条　学校医等は、非常勤の職員とし、教育委員会が委嘱する。

　第３条　学校医等の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

　２　学校医等が欠けたとき及び新設された学校には、学校医等を充足することが

　　できる。その任期は、前任者又は他校現任者の残任期間とする。
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ページ番号

議案第６０号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

教職員の内申の専決処分について

教育長専決により内申したので、報告し承認を求めるものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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非公開
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ページ番号

議案第６１号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

豊田小学校学校運営協議会委員解任の専決処分について

日野市学校運営協議会規則(平成２９年教育委員会規則第７号)第１７条の規定
に基づく委員解任について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでし
た。そのため教育長専決により解任を行いましたので、報告し承認を求めるも
のです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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日野市立豊田小学校学校運営協議会委員 

<<日野市立豊田小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 

１ 岩田
いわた

 和 頼
かずより

  辞任申出のため 

２ 高 安
たかやす

 幸子
ゆきこ

  辞任申出のため 

解任日：令和７年２月２８日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8 条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 3 条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

 

（守秘義務等） 

第 9 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。 

 
（委員の解任） 
第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 
(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 
２ 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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ページ番号

議案第６２号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

旭が丘小学校学校運営協議会委員の任命について

日野市学校運営協議会規則(平成２９年教育委員会規則第７号)第８条の規定に
基づき、任命するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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 日野市立旭が丘小学校学校運営協議会委員 

<<日野市立旭が丘小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番

号 
氏  名 住  所 備 考 期 

1 杉 本
すぎもと

 秀 明
ひであき

  
旭が丘サッカークラブ代表 

（地域住民） 
２ 

２ 赤 川
あかがわ

 千賀子
ち か こ

  
地域コーディネーター 

（対象学校の運営に資する活動を行う者） 
２ 

３ 坂
さか

井
い

 厚
あつ

彦
ひこ

  
保護司 

(地域住民) 
２ 

４ 藤 本
ふじもと

 容子
ようこ

  
前ＰＴＡ会長 

（地域住民） 
２ 

５ 安 永
やすなが

 雅
まさ

幸
ゆき

  
ＰＴＡ会長 

（保護者） 
２ 

６ 金子
かねこ

 龍 一
りゅういち

  
地域協力者 

（地域住民） 
２ 

７ 市 川
いちかわ

 節男
せつお

  
交通安全協会支部長 

（地域住民） 
２ 

８ 鶴 崎
つるさき

 香里
かおり

  
主任児童委員 

（地域住民） 
２ 

９ 田村
たむら

 功
いさお

  
旭が丘上の原自治会長 

（地域住民） 
２ 

10 中 村
なかむら

 哲 郎
てつろう

  
旭が丘商工連合会 

（地域住民） 
２ 

11 鈴木
すずき

 典子
のりこ

  
四中地区青少年育成会副会長 

（地域住民） 
２ 

12 山 口
やまぐち

 早苗
さなえ

  
日野市立旭が丘小学校前校長 

(学識経験者) 
２ 

13 小島
こじま

 幸子
さちこ

  
日野市立日野第四中学校長 

（関係行政機関の職員） 
２ 

14 石 川
いしかわ

 星子
せいこ

  
日野市立第七幼稚園長 

（関係行政機関の職員） 
２ 

15 半田
はんだ

 大樹
だいき

  
日野市立旭が丘小学校長 

（対象学校の校長） 
２ 

16 小島
こじま

 直
なお

久
ひさ

  
日野市立旭が丘小学校副校長 

（対象学校の副校長） 
２ 

17 木崎
きざき

 進 一
しんいち

  
日野市立旭が丘小学校教職員 

（対象学校の教職員） 
２ 

18 森
もり

平
だいら

 啓
けい

子
こ

  
日野市立旭が丘小学校教職員 

（対象学校の教職員） 
２ 

任期  自 令和 ７年（２０２５年）４月 １日 

    至 令和 ９年（２０２７年）３月３１日 

 

 

- 32 -



《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第８条第３項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

- 33 -



　

 - 34 -



ページ番号

議案第６３号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

東光寺小学校学校運営協議会委員の任命について

日野市学校運営協議会規則(平成２９年教育委員会規則第７号)第８条の規定に
基づき、任命するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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 日野市立東光寺小学校学校運営協議会委員 

<<日野市立東光寺小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番

号 
氏  名 住  所 備 考 期 

1 太田
おおた

 秀
ひで

雄
お

  
大坂上中地区青少年育成会 

（地域住民） 
９ 

２ 奥 住
おくずみ

 方 彦
みちひこ

  
元ＰＴＡ会長 

（地域住民） 
９ 

３ 久 松
ひさまつ

 秀樹
ひでき

  
元ＰＴＡ会長・みどりの学び舎 

応援隊副委員長(地域住民) 
９ 

４ 平 柳
ひらやなぎ

 篤
あつし

  
卒業生保護者 

（地域住民） 
９ 

５ 三好
みよし

 啓子
けいこ

  
校友会会長 

（地域住民） 
９ 

６ 石 川
いしかわ

 ちづ子
こ

  
保護司 

（地域住民） 
８ 

７ 速水
はやみ

 亨
とおる

  
元ＰＴＡ会長 

（地域住民） 
５ 

８ 山名
やまな

 訓
さとし

  
ＰＴＡ会長 

（保護者） 
２ 

９ キリノ 和子
か ず こ

  
地域コーディネーター 

（保護者・対象学校の運営に資する活動を行う者） 
２ 

10 佐々木
さ さ き

 哲
てつ

  
日野市立基幹型さかえまち児童館館長 

（関係行政機関の職員） 
３ 

11 斉 藤
さいとう

 境
きょう

栄
えい

  
日野市立東光寺小学校校長 

（対象学校の校長） 
３ 

12 岡元
おかもと

 大輔
だいすけ

  
日野市立東光寺小学校副校長

（対象学校の副校長） 
２ 

13 綾部
あやべ

 早
さ

月
つき

  
日野市立東光寺小学校主幹教諭

（対象学校の教職員） 
３ 

14 山田
や ま だ

 純一
じゅんいち

  
日野市立東光寺小学校主幹教諭

（対象学校の教職員） 
２ 

任期  自 令和 ７年（２０２５年）４月 １日 

    至 令和 ９年（２０２７年）３月３１日 
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《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第８条第３項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 
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ページ番号

議案第６４号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

潤徳小学校学校運営協議会委員の任命について

日野市学校運営協議会規則(平成２９年教育委員会規則第７号)第８条の規定に
基づき、任命するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

 - 39 -



 日野市立潤徳小学校学校運営協議会委員 
《日野市立潤徳小学校学校運営協議会委員 名簿》 
番

号 
氏  名 住  所 備 考 期 

1 角山
つのやま

 由生
ゆ う

  
地域コーディネーター 

（対象学校の運営に資する活動を行う者） 
１ 

２ 秦
はた

 志乃
し の

  
地域コーディネーター 

（対象学校の運営に資する活動を行う者・保護者） 
１ 

３ 横山
よこやま

 亜紀子
あ き こ

  
地域コーディネーター 

（対象学校の運営に資する活動を行う者・保護者） 
１ 

４ 髙
たか

橋
はし

 梨奈
り な

  
地域コーディネーター 

（対象学校の運営に資する活動を行う者・保護者） 
１ 

５ 高橋
たかはし

 さゆり  
民生主任児童委員 

（地域住民） 
１ 

６ 石川
いしかわ

 和世
か ず よ

  
民生児童委員 

（地域住民） 
１ 

７ 西尾
に し お

 宣
のり

昭
あき

  
公募委員 

（保護者） 
１ 

８ 中山
なかやま

 健太郎
けんたろう

  
公募委員 

（保護者） 
１ 

９ 斉藤
さいとう

 郁
いく

央
お

  
日野市立潤徳小学校校長 

（対象学校の校長） 
１ 

任期  自 令和７年（２０２５年）４月１日 

至 令和９年（２０２７年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8 条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 3 条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

(任期) 

第 10 条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 
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ページ番号

議案第６５号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野第一中学校学校運営協議会委員の任命について

日野市学校運営協議会規則(平成２９年教育委員会規則第７号)第８条の規定に
基づき、任命するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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 日野市立日野第一中学校学校運営協議会委員 
《日野市立日野第一中学校学校運営協議会委員 名簿》 

番号 氏
し

  名
めい

 住  所 備 考 期 

1 谷
たに

 和 彦
かずひこ

  
保護司 

（地域住民） 
１ 

２ 松 岡
まつおか

 敬
たか

明
あき

  
大学講師 

（学識経験者） 
１ 

３ 伊野
い の

 直美
なおみ

  

地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

日野一中地区育成会会長 

（対象学校の運営に資する活動を行う者）

１ 

４ 池田
いけだ

 恵美子
え み こ

  
青少年委員 

（地域住民） 
１ 

５ 下田
しもだ

 圭子
けいこ

  
主任児童委員 

（地域住民） 
１ 

６ 篠 原
しのはら

 仁
ひと

美
み

  
ＰＴＡ代表 

（保護者） 
１ 

７ 安 西
あんざい

 功夫
いさお

  
森町自治会会長 

（地域住民） 
１ 

８ 小川
おがわ

 真由美
ま ゆ み

  
日野第一小学校校長 

（関係行政機関の職員） 
１ 

９ 和田
わ だ

 栄治
えいじ

  
日野第一中学校校長 

（対象学校の校長） 
１ 

任期  自 令和７年（２０２５年）４月１日 

至 令和９年（２０２７年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8 条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 3 条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

 

(任期) 

第 10 条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 
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ページ番号

議案第６６号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野第四中学校学校運営協議会委員の任命について

日野市学校運営協議会規則(平成２９年教育委員会規則第７号)第８条の規定に
基づき、任命するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

 - 43 -



 日野市立日野第四中学校学校運営協議会委員 
《日野市立日野第四中学校学校運営協議会委員 名簿》 
番

号 
氏  名 住  所 備 考 期 

１ 髙
たか

橋
はし

 遊
ゆ

亀
き

  
ＰＴＡ会長 

（保護者） 
１ 

２ 竹部
た け べ

 馨
かおる

  
前ＰＴＡ会長 

（地域住民）   
１ 

３ 高橋
たかはし

 英明
ひであき

  
四中地区オヤジの会会長 

（地域住民） 
１ 

４ 遠藤
えんどう

 小太郎
こ た ろ う

  
四中地区育成会会長 

（地域住民） 
１ 

５ 鶴
つる

﨑
さき

 香里
か お り

  
主任児童委員 

（地域住民） 
１ 

６ 坂井
さ か い

 厚彦
あつひこ

  
保護司 

（地域住民） 
１ 

７ 枝村
えだむら

 晶子
あ き こ

  
日野市立日野第四中学校元副校長 

（学識経験者） 
１ 

８ 小島
こ じ ま

 幸子
さ ち こ

  
日野市立日野第四中学校校長 

（対象学校の校長） 
１ 

９ 仙波
せ ん ば

 貴
たか

臣
おみ

  
日野市立日野第四中学校副校長 

（対象学校の副校長） 
１ 

任期  自 令和７年（２０２５年）４月１日 

至 令和９年（２０２７年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8 条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 3 条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

 

(任期) 

第 10 条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 
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ページ番号

日野市学校運営協議会規則(平成２９年教育委員会規則第７号)第８条の規定に
基づき、任命するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第６７号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

平山中学校学校運営協議会委員の任命について

 - 45 -



 日野市立平山中学校学校運営協議会委員 
《日野市立平山中学校学校運営協議会委員 名簿》 

番号 氏  名 住  所 備 考 期 

1 小林
こばやし

 巧
たくみ

  
明星大学講師・元小学校校長 

（学識経験者） 
１ 

２ 宮
みや

﨑
ざき

 清美
き よ み

  
地域支援者 

（地域住民） 
１ 

３ 根津
ね づ

 美
み

満子
ま こ

  
主任民生児童委員 

（地域住民） 
１ 

４ 大濱
おおはま

 成
まさ

江
え

  
平山地区青少年育成会会長 

（地域住民） 
１ 

５ 田村
た む ら

 義
よし

公
ひろ

  
地域コーディネーター 

（対象学校の運営に資する活動を行う者） 
１ 

６ 鈴木
す ず き

 利
り

絵子
え こ

  
地域コーディネーター 

（対象学校の運営に資する活動を行う者） 
１ 

７ 松本
まつもと

 ちづ子
こ

  
保護司 

（地域住民） 
１ 

８ 秋間
あ き ま

 智
とも

弘
ひろ

  
平山小学校ＰＴＡ会長 

（地域住民・保護者） 
１ 

９ 武藤
む と う

 美
み

厚
ぐ

  
ＰＴＡ本部役員 

（保護者） 
１ 

10 中山
なかやま

 良昭
よしあき

  
日野市立平山中学校長 

（対象学校の校長） 
１ 

任期  自 令和７年（２０２５年）４月１日 

至 令和９年（２０２７年）３月３１日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8 条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 3 条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

(任期) 

第 10 条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 
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ページ番号

議案第６８号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

「日野市立小中学校における働き方改革推進プラン」の改定について

日野市立小・中学校における働き方改革推進プランの見直しを実施したので、
日野市立小・中学校における働き方改革推進プランを改定するものです。なお
実施期間は、令和７年４月１日から令和11年3月31日とするものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

 - 47 -



 

 

日野市立小・中学校における働き方改革推進プランの改定について 

 

１．目的・概要 

学校における働き方改革を推進するために平成 3１年３月に「日野市立小・中学校における働き方改

革推進プラン」（以下、「働き方改革推進プラン」という）を策定し、各校が創意工夫の上、取り組んで

きました。 

令和６年３月には東京都教育委員会が「学校における働き方改革推進に向けた実行プログラム」を策

定したこと、また働き方改革推進プランの中間年度にあること等を受け、働き方改革推進プラン並びに

働き方改革推進プランの実行プログラムの内容やこれまでの取組状況を見直し及び点検をし、働き方改

革推進プランを改定することとした。 

 

２．日野市立小・中学校における働き方改革推進プランの改定日 

令和７年４月１日 

 

３．主な改定内容 

 新 旧 

１．働き方改革推
進プランと実
行プラン 

一つ表に纏め、実行プランが指し示す
目的等と実行プランを集約 

別々に管理。 
働き方推進プランに掲げる考え方と実行プ
ランは別に管理し運営 

２．取り組みの 
方向性 

東京都が示す「取り組みの方向性」（５
つの方向性）へ踏襲 
 

(Ⅰ) 学校・教員が担うべき業務の精査 

(Ⅱ)  役割分担の見直しと外部人材の活用 

(Ⅲ) 負担軽減・業務の効率化 

(Ⅳ) 働く環境の改善 

(Ⅴ) 意識改革・風土改革 

（１）在校時間の適切な把握と意識改革の推進 

（２）教員業務の見直しと業務改善の推進 

（３）学校を支える人員体制の確保 

（４）部活動の負担を軽減 

（５）ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた

環境整備 

（６）学校・家庭・地域の連携強化と協力活動の

推進 

（７）勤務時間外の業務が可能となることへの対

応 

（８）国・都への要望および働きかけ 

３．実行プランの 
  増減 

【新規プログラム】 ８本 
【既存プログラムの見直し】１２本 
 
【合計】 ２０本  
 

【プログラム】 ３２本 

 

４．その他 

   詳細については、別紙「日野市立小・中学校における働き方改革推進プラン_改定版」を参照 

 

令和 7年３月 議案第６８号_日野市立小・中学校における働き方改革推進プランの改定について 
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改定履歴
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目次
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１．目的

- 52 -



２．目標値
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３．取り組みの方向性及び推進期間

- 54 -



４．（Ⅰ）学校・教員が担うべき業務の精査

- 55 -



４．（Ⅱ）外部人材の活用

（Ⅱ） 外部人材の活用
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４．（Ⅱ）外部人材の活用
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４．（Ⅲ）負担軽減・業務の効率化

- 58 -



４．（Ⅳ）働く環境の改善
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４．（Ⅴ）意識改革・風土改革
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ページ番号

附属機関の会議の傍聴を可能とすること及びオンライン会議に関する規定の整
備を行うため、標記規則の改正を行うものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第６９号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市社会教育委員会議規程の一部を改正する規程の制定について

 - 61 -



 

日野市教育委員会規則第   号 

 

日野市社会教育委員会議規程の一部を改正する規程 

 

日野市社会教育委員会議規程（昭和33年教育委員会規程第１号）の一部を次のように改

正する。 

第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

第５条に次の１項を加える。 

２ 委員は、予め議長の許可を得て、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認

識しながら通話をすることができる方法又はこれに準ずるものとして議長が認めた方法

を活用して委員会に出席することができる。 

第７条を第９条とし、第６条を第８条とし、第５条の次に次の２条を加える。 

第６条 委員会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、委員

会議の議決により非公開とすることができる。 

(1) 委員会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例（平成13年条例第32号）

に定める非公開情報が含まれるとき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認

めるとき。 

(3) その他正当な理由があると認めるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、委員会議の公開に必要な事項は、教育委員会が別に定め

る。 

第７条 議長は、必要があると認めるときは、議題に関係のある者の出席を求めるなどの

方法をして、委員以外の者の意見を聴くことができる。 

２ 前項の規定による出席の方法については、第５条第２項の規定を準用することができ

るものとする。 

   付 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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日野市社会教育委員会議規程の一部を改正する規程の新旧対照表                ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

第４条 削除 第４条 委員会議に特別な事項を分担させるため、分科会

「第一分科会（文化）第二分科会（体育）」を置くことが

できる。 

第５条 略 第５条 略 

２ 委員は、予め議長の許可を得て、映像及び音声の送受信

により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが

できる方法又はこれに準ずるものとして議長が認めた方法

を活用して委員会に出席することができる。 

 

第６条 委員会議は、公開とする。ただし、次の各号のいず

れかに該当するときは、委員会議の議決により非公開とす

ることができる。 

(1) 委員会議において取り扱う情報に、日野市情報公開

条例（平成13年条例第32号）に定める非公開情報が含ま

れるとき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支

障を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

(3) その他正当な理由があると認めるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、委員会議の公開に必要な事項

は、教育委員会が別に定める。 
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第７条 議長は、必要があると認めるときは、議題に関係の

ある者の出席を求めるなどの方法をして、委員以外の者の

意見を聴くことができる。 

２ 前項の規定による出席の方法については、第５条第２項

の規定を準用することができるものとする。 

 

第８条 略 第６条 略 

第９条 略 第７条 略 

付 則 付 則 

略 略 
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ページ番号

附属機関の会議の傍聴を可能とすること及びオンライン会議に関する規定の整
備を行うため、標記規則の改正を行うものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第７０号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市公民館運営審議会規則の一部を改正する規則の制定について

 - 65 -



 

日野市教育委員会規則第    号 

 

日野市公民館運営審議会規則の一部を改正する規則 

 

日野市公民館運営審議会規則（昭和41年教育委員会規則第６号）の一部を次のように改

正する。 

第４条に次の１項を加える。 

２ 委員は、予め委員長の許可を得て、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができる方法又はこれに準ずるものとして委員長が認めた

方法を活用して審議会に出席することができる。 

第４条の次に次の２条を加える。 

第４条の２ 審議会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、審議会の議決により非公開とすることができる。 

(1) 会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例（平成13年条例第32号）に定

める非公開情報が含まれるとき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認

めるとき。 

(3) その他正当な理由があると認めるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、審議会の会議の公開に必要な事項は、教育委員会が別に定

める。 

第４条の３ 委員長は、必要があると認めるときは、議題に関係のある者の出席を求め、

意見を聴くことができる。 

２ 前項の規定による出席の方法については、第４条第２項の規定を準用する。 

   付 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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日野市公民館運営審議会規則の一部を改正する規則の新旧対照表                ＿は、改正部分を示す。 
新 旧 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

第４条 略 第４条 略 

２ 委員は、予め委員長の許可を得て、映像及び音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること

ができる方法又はこれに準ずるものとして委員長が認めた

方法を活用して審議会に出席することができる。 

 

第４条の２ 審議会の会議は、公開とする。ただし、次の各

号のいずれかに該当するときは、審議会の議決により非公

開とすることができる。 

(1) 会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例

（平成13年条例第32号）に定める非公開情報が含まれる

とき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支

障を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

(3) その他正当な理由があると認めるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、審議会の会議の公開に必要な

事項は、教育委員会が別に定める。 

 

第４条の３ 委員長は、必要があると認めるときは、議題に

関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

２ 前項の規定による出席の方法については、第４条第２項

 

- 67 -



の規定を準用する。 

第５条、第６条 略 第５条、第６条 略 

付 則 付 則 

略 略 
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ページ番号

附属機関の会議の傍聴を可能とすること及びオンライン会議に関する規定の整
備を行うため、標記規則の改正を行うものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第７１号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市立図書館協議会運営規則の一部を改正する規則の制定について

 - 69 -



 

日野市教育委員会規則第   号 

 

日野市立図書館協議会運営規則の一部を改正する規則 

 

日野市立図書館協議会運営規則（昭和40年教育委員会規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

第４条に次の１項を加える。 

２ 委員は、予め委員長の許可を得て、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができる方法又はこれに準ずるものとして委員長が認めた

方法を活用して協議会に出席することができる。 

第５条を第７条とし、第４条の次に次の２条を加える。 

第５条 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の議決

により非公開とすることができる。 

(1) 会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例（平成13年条例第32号）に定

める非公開情報が含まれるとき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認

めるとき 

(3) その他正当な理由があると認めるとき 

２ 前項に定めるもののほか、会議の公開に必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、議題に関係のある者の出席を求め、意見

を聴くことができる。 

２ 前項の規定による出席の方法については、第４条第２項の規定を準用する。 

   付 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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日野市立図書館協議会運営規則の一部を改正する規則の新旧対照表               ＿は、改正部分を示す。 
新 旧 

日野市立図書館協議会運営規則 日野市立図書館協議会運営規則 

昭和40年11月20日 昭和40年11月20日 

教育委員会規則第７号 教育委員会規則第７号 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

第４条 略 第４条 略 

２ 委員は、予め委員長の許可を得て、映像及び音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること

ができる方法又はこれに準ずるものとして委員長が認めた

方法を活用して協議会に出席することができる。 

 

第５条 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、会議の議決により非公開とすることがで

きる。 

(1) 会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例

（平成13年条例第32号）に定める非公開情報が含まれる

とき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支

障を及ぼすおそれがあると認めるとき 

(3) その他正当な理由があると認めるとき 

２ 前項に定めるもののほか、会議の公開に必要な事項は、

教育委員会が別に定める。 
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第６条 委員長は、必要があると認めるときは、議題に関係

のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

２ 前項の規定による出席の方法については、第４条第２項

の規定を準用する。 

 

第７条 略 第５条 略 

付 則 付 則 

略 略 

 

- 72 -



ページ番号

附属機関の会議の傍聴を可能とすること及びオンライン会議に関する規定の整
備を行うため、標記規則の改正を行うものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第７２号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市郷土資料館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

 - 73 -



 

日野市教育委員会規則第   号 

 

日野市郷土資料館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

日野市郷土資料館条例施行規則（昭和63年教育委員会規則第２号）の一部を次のように

改正する。 

第11条中第７項を第11項とし、第６項の次に次の４項を加える。 

７ 委員は、予め委員長の許可を得て、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができる方法又はこれに準ずるものとして委員長が認めた

方法を活用して会議に出席することができる。 

８ 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の議決によ

り非公開とすることができる。 

(1) 会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例（平成13年条例第32号）に定

める非公開情報が含まれるとき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認

めるとき。 

(3) その他正当な理由があると認めるとき。 

９ 前項に定めるもののほか、会議の公開に必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

10 委員長は、必要があると認めるときは、議題に関係のある者の出席を求め、意見を聴

くことができる。この場合において、出席の方法については、第７項の規定を準用す

る。 

   付 則 

 この規則は、令和７年４月１日に施行する。 
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日野市郷土資料館条例施行規則の一部を改正する規則の新旧対照表               ＿は、改正部分を示す。 
新 旧 

日野市郷土資料館条例施行規則 日野市郷土資料館条例施行規則 

昭和63年６月30日 昭和63年６月30日 

教育委員会規則第２号 教育委員会規則第２号 

第１条～第10条 略 第１条～第10条 略 

（資料館協議会） （資料館協議会） 

第11条 略 第11条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 委員は、予め委員長の許可を得て、映像及び音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること

ができる方法又はこれに準ずるものとして委員長が認めた

方法を活用して会議に出席することができる。 

 

８ 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、会議の議決により非公開とすることができ

る。 

(1) 会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例

（平成13年条例第32号）に定める非公開情報が含まれる

とき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支

障を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

(3) その他正当な理由があると認めるとき。 
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９ 前項に定めるもののほか、会議の公開に必要な事項は、

教育委員会が別に定める。 

 

10 委員長は、必要があると認めるときは、議題に関係のあ

る者の出席を求め、意見を聴くことができる。この場合に

おいて、出席の方法については、第７項の規定を準用す

る。 

 

11 略 ７ 略 

（委任） （委任） 

第12条 略 第12条 略 

付 則 付 則 

略 略 

第１号様式～第６号様式 略 第１号様式～第６号様式 略 
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ページ番号

附属機関の会議の傍聴を可能とすること及びオンライン会議に関する規定の整
備を行うため、標記規則の改正を行うものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第７３号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

 - 77 -



 

日野市教育委員会規則第   号 

 

日野市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則 

 

日野市文化財保護条例施行規則（昭和57年教育委員会規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

第19条を第22条とし、第18条の次に次の３条を加える。 

（会議の公開） 

第19条 条例第45条に規定する日野市文化財保護審議会の会議（以下「会議」という。）

は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の議決により非公

開とすることができる。 

(1) 会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例（平成13年条例第32号）に定

める非公開情報が含まれるとき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認

めるとき。 

(3) その他正当な理由があると認めるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、会議の公開に必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

（会議への出席） 

第20条 会議への出席については、予め会長（条例第43条第1項の規定により置かれる会

長をいう。以下同じ。）の許可を得て、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互

に認識しながら通話をすることができる方法又はこれに準ずるものとして会長が認めた

方法を活用することができる。 

（関係者の出席） 

第21条 会長は、必要があると認めるときは、会議の議題に関係のある者の出席を求め、

意見を聴くことができる。 

２ 前項の規定による出席の方法については、前条の規定を準用する。 

   付 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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日野市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の新旧対照表               ＿は、改正部分を示す。 
新 旧 

日野市文化財保護条例施行規則 日野市文化財保護条例施行規則 

昭和57年10月26日 昭和57年10月26日 

教育委員会規則第６号 教育委員会規則第６号 

日野市文化財保護条例施行規則（昭和35年教育委員会規則

第１号）の全部を改正する。 

日野市文化財保護条例施行規則（昭和35年教育委員会規則

第１号）の全部を改正する。 

第１条～第18条 略 第１条～第18条 略 

（会議の公開） 

第19条 条例第45条に規定する日野市文化財保護審議会の会

議（以下「会議」という。）は公開とする。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、会議の議決により非公

開とすることができる。 

(1) 会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例

（平成13年条例第32号）に定める非公開情報が含まれる

とき。 

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支

障を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

(3) その他正当な理由があると認めるとき。 

２ 前項に定めるもののほか、会議の公開に必要な事項は、

教育委員会が別に定める。 

 

（会議への出席）  
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第20条 会議への出席については、予め会長（条例第43条第

1項の規定により置かれる会長をいう。以下同じ。）の許

可を得て、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互

に認識しながら通話をすることができる方法又はこれに準

ずるものとして会長が認めた方法を活用することができ

る。 

（関係者の出席） 

第21条 会長は、必要があると認めるときは、会議の議題に

関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

２ 前項の規定による出席の方法については、前条の規定を

準用する。 

 

（標識等の管理） （標識等の管理） 

第22条 略 第19条 略 

付 則 付 則 

１、２ 略 １、２ 略 

第１号様式～第23号様式 略 第１号様式～第23号様式 略 
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ページ番号

議案第７４号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市教育委員会の附属機関の会議の傍聴に関する規則の制定について

附属機関の会議の傍聴を可能とすることに伴い、必要な事項を定める規則を制
定するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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日野市教育委員会の附属機関の会議の傍聴に関する規則 

 

令和 年 月 日 

教育委員会規則第  号 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、日野市社会教育委員会議規程（昭和 33 年教育委員会規程第

１号）第６条第２項、日野市公民館運営審議会規則（昭和 41 年教育委員会規則第

６号）第 4 条の 2 第２項、日野市立図書館協議会運営規則(昭和 40 年教育委員会

規則第７号）第５条第２項、日野市文化財保護条例施行規則（昭和 57 年教育委員

会規則第６号）第 19 条第２項及び日野市郷土資料館条例施行規則（昭和 63 年教

育委員会規則第２号）第 11 条第９項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとす

る。 

(定義) 

第２条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）会議 前条に規定する規則又は規程に基づいて開催される会議をいう。 

（２）議長 会議の議長又は委員長若しくは会長（これらを欠くときは、その職務を代

行する者）をいう。 

(会議の傍聴) 

第３条 議長は、会議の傍聴の希望があった場合において、適当と認めるときは傍聴

を許可するものとする。 

(開催の事前公表) 

第４条 議長は、会議の全部又は一部を公開するときは、会議開催の日の 1 週間前ま

でに、開催の日時、会場、主な予定案件の名称、傍聴券の交付場所その他の必要

事項を公表するものとする。 

(会議資料の閲覧) 

第５条 議長は、会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会議資料を閲覧さ

せるものとする。ただし、第 1 条に規定する規則又は規程の各規定により、公開しな

いとされている情報が記録されている部分を除く。） 

2 前項の規定にかかわらず、議長は、図面、地図、写真、報告書、大量な資料その他

閲覧に供することが困難である会議資料については、閲覧させないことができる。 

(傍聴の定員) 

第６条 議長は、傍聴者の定員を設けることができる。 

(傍聴の手続き等) 

第７条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書（第 1 号様式）又は傍聴申請システ
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ム(会議の傍聴の申請に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。

以下同じ。)を以て、傍聴の申請を行わなければならない。 

２ 前項の申請は、会議開催の日の 3 日前までに行うものとする。ただし、議長がこれ

により難いと認める場合は、申請期限を別に定めることができる。 

３ 傍聴券の交付は、第 1 項の申請をした者に対して、会議開始時刻の 20 分前から、

第 4 条の規定により公表した傍聴券の交付場所において行う。 

(傍聴席の指定) 

第８条 傍聴人は、傍聴券を係員に提示し、係員の指示によって指定された傍聴席に

つかなければならない。 

2 傍聴人は、指定された傍聴席以外の場所に入ってはならない。 

(傍聴席に入ることができない者) 

第９条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(1) 銃器、棒その他、他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携

帯している者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 

(4) 笛、ラッパ、太鼓、拡声器、無線機その他これ等に類するものを携帯している者 

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められ

るものを携帯している者 

(傍聴人の守るべき事項) 

第 10 条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし次の事項を守らなければなら

ない。 

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこ

と。 

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。 

(3) はち巻、腕章(たすき)の類を使用する等示威的行為をしないこと。 

(4) 写真、映画等の撮影をし、又は録音等をしないこと。ただし、議長の許可を受け

た場合は、この限りではない。 

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(6) みだりに席を離れないこと。 

(7) 傍聴により知り得た発言内容等をインターネット、ソーシャルネットワークサービ

ス、広報誌等で公表しないこと。 

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような

行為をしないこと。 

(傍聴人の退場) 

第 11 条 傍聴人は、会議を公開としない旨の議決があったときは、速やかに退場しな

- 83 -



ければならない。 

2 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、指示に従わないとき

は、退場させることができる。 

(補則) 

第 12 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   付 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行し、令和７年４月１日以降に開催される会議

に適用する。 

２ 第３条、第４条及び第７条の規定による手続に関して必要な行為は、この規則の施

行の日前においても、行うことができる。 
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ページ番号

議案第７５号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市立学校施設の開放に関する規則の制定について

学校施設開放に関するルール等を現状に即したものとするため、従来要綱とし
て定めていたものを、内容を見直したうえ、規則として新たに制定するもので
す。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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日野市教育委員会規則第    号 

 

日野市立学校教室等施設の開放に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第137条及び社会教育法（昭和

24年法律207号）第44条の規定に基づき、日野市立学校設置条例（昭和39年条例第20

号）第２条に規定する学校（以下単に「学校」という。）の体育施設を除く施設（以下

「教室等施設」という。）の開放（以下「学校開放」という。）に関して必要な事項を

定め、もって、市民の社会教育活動及び地域社会の活動に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「学校開放」とは、学校教育に支障のない範囲で、日野市教育

委員会（以下「教育委員会」という。）が指定する時間帯に教室等施設を市民の使用に

供することをいう。 

（学校開放の管理及び責任） 

第３条 学校開放に関する事務は、教育委員会が管理する。 

２ 学校開放により教室等施設を利用させる学校の校長は、学校開放に伴う管理上の責任

を負わないものとする。 

（開放施設） 

第４条 学校開放に使用する教室等施設（以下「開放施設」という。）は、別表に定める

とおりとする。 

（学校開放の日時） 

第５条 教室等施設の開放日及び開放時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員

会が必要と認めたときは、これを変更することができる。 

開放日 開放時間 

月曜日から金曜日まで（祝日を除く。） 午後５時～午後９時 

日曜日・土曜日及び祝日 午前９時～午後９時 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、学校開放を行わない。 

(1) 学校が利用するとき。 

(2) 教育委員会、市又は市内の官公署が学校開放以外の目的で利用するとき。 
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(3) 開放施設の維持管理のために教育委員会が利用するとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。 

（運営委員会） 

第６条 教育委員会は、学校開放の円滑な運営を図るため、必要に応じて学校ごとに自主

管理運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置くことができる。 

２ 教育委員会は、教室等施設の開放に関する業務を、運営委員会に委託することができ

る。 

３ 運営委員会の構成、職務等については教育長が別に定める。 

（利用できる者の範囲） 

第７条 教室等施設を利用できるものは、次に掲げる要件を満たすものとして教育委員会

から日野市学校教室等施設利用登録の承認を受けた団体その他教育委員会が認める団体

とする。 

(1) 日野市内に在住、在勤又は在学する者５人以上で構成されるもの 

(2) 団体の代表者又は担当者（副代表者）を含む３人以上の成年者が含まれているも

の 

(3) 団体の代表者又は担当者（副代表者）が市内に居住していること。 

（団体登録） 

第８条 教室等施設を利用しようとするものは、日野市公共施設予約システムの利用に関

する規則（平成26年規則第５号）（以下「施設予約システム規則」という。）の利用者

登録（施設予約システム規則第４条の規定による利用者登録をいう。）を受けなければ

ならない。 

２ 前項の規定により利用者登録を受けたものは、前条に定める日野市学校教室等施設利

用登録の承認を受けたものとみなす。 

３ 利用者登録、利用手続その他施設予約システムに関することは、この規則及び別に定

める場合を除き、施設予約システム規則の定めるところによる。 

４ 施設予約システム規則第10条の規定による予約申込期間は、使用日の４週間前から10

日前まで（使用日の４週間前の日が日野市の休日を定める条例（平成元年条例第10号）

に基づく休日（以下「市の休日」という。）に当たるときにあってはその直前の市の休

日でない日から、使用日の10日前の日が市の休日に当たるときにあってはその直前の市

の休日でない日まで）とする。ただし、第６項に規定する日野市電子申請サービスによ

- 87 -



 

る申込のときは、この限りでない。 

５ 施設予約システム規則第12条の規定は、この要綱による学校開放には適用しない。 

６ 第３項及び第４項の規定による予約申込は、日野市電子申請サービスの利用に関する

要綱（令和４年４月１日制定）第４条に規定する日野市電子申請サービスによる申込を

もって代えることができる。 

（団体登録の抹消） 

第９条 教育委員会は、第７条に規定する利用登録の承認を受けた団体又は当該団体の構

成員（前条第２項の規定により承認を受けたとみなされた場合を含む。以下これらを

「登録者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を抹消するこ

とができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により申請がなされたとき。 

(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。 

(3) 第７条に規定する基準に該当しなくなったとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、利用登録を抹消すべき事由が生じたと教育委員会が

認めるとき。 

（使用許可及び許可書の交付） 

第10条 教育委員会は、第８条第３項の規定により適用される施設予約システム規則第12

条に規定する使用の許可の申請を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認め

た場合は使用を許可し、日野市立学校施設使用許可書兼領収書（第１号様式又は第２号

様式。以下「許可書」という。）を申請者に交付する。 

２ 利用者は、開放施設の利用に当たっては前項に定める許可書を携帯し、求めがあった

場合これを提示しなければならない。 

３ 第１項に定める許可書の交付は、電子情報処理組織（日野市行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する規則（平成17年規則第２号）第３条に定める電子情報処理組

織をいう。）により行うことができる。 

（利用条件の付与） 

第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、条件を付して使用を許可することが

できる。 

（許可の制限） 

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第１項に規定する
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許可をしない。 

(1) 営利を目的として使用するとき。 

(2) 政治活動又は選挙運動のために利用するとき。 

(3) 宗教活動のために利用するとき。 

(4) 秩序を乱すおそれがあるとき。 

(5) 学校施設を損傷するおそれがあるとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。 

（使用の中止） 

第13条 次の各号に該当する者については、教室等施設の立入りを拒み、退去又は利用の

中止を命ずることができる。 

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者 

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者 

(3) 動物を連行する者 

(4) 酒気を帯びている者 

(5) 管理員又は係員の指示に従わない者 

(6) その他施設の安全上、教育委員会が必要があると認める者 

（禁止行為） 

第14条 利用者は、第11条第１項の規定により受けた許可の範囲を超えて、学校の施設本

来の用途又は目的を妨げてはならない。 

（使用許可の取消し等） 

第15条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り

消し、利用を制限し、又は利用を停止することができる。 

(1) この規則又は施設予約システム規則に違反したとき。 

(2) 第11条の規定により付された利用の条件に違反したとき。 

(3) 天候不順、災害、工事その他利用者の責めによらない事由により開放施設の利用

ができなくなったとき。 

(4) 学校が緊急に開放施設を利用するとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により利用者が許可を取り消され、利用を制限され、又は利用を停止され

たことにより生じた利用者の損害については、教育委員会はその責めを負わない。 
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（使用取消の届出） 

第16条 利用者が使用許可の取消しをするときは、使用日の３日前までに教育委員会に届

け出なければならない。 

（利用権の譲渡禁止） 

第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（開放施設の変更の禁止） 

第18条 利用者は、教室等施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員

会の承認を受けたときは、この限りでない。 

（事故防止及び事故発生時の責任） 

第19条 利用者は、開放施設の利用に当たっては利用責任者を指定し、利用条件を遵守す

るとともに事故防止に努めなければならない。 

２ 開放施設を利用中に発生した事故については、利用者が責任を負う。 

（利用者の賠償義務） 

第20条 利用者は、開放施設の利用に当たり、開放施設又は設備その他学校施設等に損害

を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があ

ると認められるときは、賠償額を減免、又は免除することができる。 

（原状回復の義務） 

第21条 利用者は、利用を終了したとき又は第15条第１項の規定により使用許可を取り消

されたとき若しくは利用を停止されたときは、直ちに開放施設を現状に回復しなければ

ならない。 

（適用除外） 

第22条 第６条第１項の規定により運営委員会を置いた学校については、第８条第３項、

第４項及び第６項、第10条並びに第16条の規定は適用しない。 

２ 前項の場合における第12条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「第

10条第1項に規定する許可」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。 

付 則 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日以降の使用に係る、この規則の規定に相当する規定により既に行
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われた利用の手続及び利用の許可については、この規則の規定により行われたものとみ

なす。 

３ この規則の規定による利用登録及び利用手続並びに使用許可に関して必要な行為は、

この規則の施行の日前においても、行うことができる。 

 

別表（第４条関係） 

学校名 開放施設 

日野市立日野第五小学校 大ホール 

日野市立南平小学校 会議室 
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第1号様式（第10条関係） 

 

施設使用許可書兼領収書 

 

  年  月  日 

氏名（団体名） 

郵便番号 

住所 

 

電話番号 

登録番号 

 

施設使用の申込を下記のとおり許可します。 

 

   日野市教育委員会     

 

利用施設： 

利用日付 

利用時間 

利用施設・人数・利用目的・備

品 

基本使用

料       

＿＿＿(円) 

減免金額

＿＿(円) 

支払料金 

＿＿(円) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 使用料合計    

1.使用許可書は、使用当日必ず受付に提示してください。 

2.入室及び退室の際は必ず受付にご連絡ください。 

3.使用時間には、準備及び後片付けの時間が含まれています。使用時間は厳守してください。 

4.施設及び付帯設備等を破損又は紛失したときは、損害額を弁償していただきます。 

5.使用者は使用の権利を譲渡、転貸はできません。 

6.施設における注意事項については、裏目を必ずお読みください。 
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ページ番号

議案第７６号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市立学校体育施設の開放に関する規則の制定について

学校施設開放に関するルール等を現状に即したものとするため、所要の改正を
行うものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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日野市教育委員会規則第    号 

 

日野市立学校体育施設の開放に関する規則 

 

日野市立学校体育施設の開放に関する規則（昭和63年教育委員会規則第6

号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第137条、社会教育

法（昭和24年法律207号）第44条及びスポーツ基本法（平成23年法律第78

号）第13条第１項の規定に基づき、日野市立学校設置条例（昭和39年条例第

20号）第２条に規定する学校（以下単に「学校」という。）の体育施設及び

附属設備（以下「学校体育施設」という。）を開放することにより、市民の

文化、スポーツ等の地域活動の場として活用することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「学校開放」とは、学校教育に支障のない範囲で、

日野市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が指定する時間帯に学校

体育施設を市民の利用に供することをいう。 

（開放施設） 

第３条 学校開放の対象となる学校体育施設（以下「開放施設」という。）

は、次に掲げる学校体育施設のうち、教育委員会が指定するものとする。 

(1) 体育館 

(2) 校庭 

(3) テニスコート 

(4) 夜間照明施設 

(5) 空調設備 

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認める学校体育施設 

（教育委員会及び学校の責務） 
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第４条 学校開放に関する事務は、教育委員会が管理する。 

２ 学校開放により開放施設を利用させる学校の校長は、学校開放に伴う管理

上の責任を負わないものとする。 

３ 教育委員会は、学校開放のため施設整備その他必要な事項について配慮す

るよう努めなければならない。 

４ 学校の校長は、第１条の目的を十分に理解し、学校開放に積極的に協力し

なければならない。 

（学校開放の日時） 

第５条 学校開放の日時は、別表第１のとおりとする。 

（運営委員会） 

第６条 教育委員会は、学校開放の円滑な運営を図るため、必要に応じて学校

ごとに自主管理運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置くことがで

きる。 

２ 教育委員会は、開放施設のうち体育館、校庭及びテニスコートの開放に関

する業務を、運営委員会に委託することができる。 

３ 運営委員会の構成、職務等については、教育長が別に定める。 

（学校開放を行わない場合） 

第７条 次の各号のいずれかに該当するときは、学校開放を行わない。 

(1) 学校が利用するとき。 

(2) 教育委員会、市又は市内官公署が学校開放以外の目的で利用すると

き。 

(3) 開放施設の維持管理のために教育委員会が利用するとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めると

き。 

（利用できる者の範囲） 

第８条 開放施設を利用できるものは、利用区分ごとに別表第２に掲げる要件

を満たすものとして教育委員会から日野市学校開放施設利用登録の承認を受
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けた団体その他教育委員会が認める団体とする。 

（利用登録及び利用手続き） 

第９条 開放施設を利用しようとするものは、日野市公共施設予約システムの

利用に関する規則（平成26年規則第５号）（以下「施設予約システム規則」

という。）に規定する日野市公共施設予約システム（以下「施設予約システ

ム」という。）の利用者登録（施設予約システム規則第４条の規定による利

用者登録をいう。）を受けなければならない。 

２ 前項の規定により利用者登録を受けたものは、前条に定める日野市学校開

放施設利用登録の承認を受けたものとみなす。 

３ 利用者登録、利用手続その他施設予約システムに関することは、この規則

及び別に定める場合を除き、施設予約システム規則の定めるところによる。 

４ この規則及び施設予約システム規則の規定による学校開放の予約申込期間

については、別表第３のとおりとする。 

５ 同一の登録団体が施設予約システム規則第９条の規定による施設の利用予

約を行う場合、１か月間に抽選の方法により申込みできる回数は、開放施設

の区分ごとに次の各号に掲げる回数を限度とする。 

(1) 体育館 ３回 

(2) 校庭 １回 

(3) 校庭（夜間照明施設を併せて使用する場合） ２回 

(4) テニスコート ４回 

（利用条件等の付与） 

第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、条件を付して利用を許可

することができる。 

（使用許可及び許可書の交付） 

第11条 教育委員会は、第９条第３項の規定により適用される施設予約システ

ム規則第12条に規定する使用の許可の申請を受けたときは、その内容を審査

し、支障がないと認めた場合は使用を許可し、日野市立学校施設使用許可書
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兼領収書（第１号様式）（以下「許可書」という。）を申請者に交付する。 

２ 利用者は、開放施設の利用に当たっては前項の許可書を携帯し、求めがあ

った場合これを提示しなければならない。 

３ 第１項に規定する許可書の交付は、電子情報処理組織（日野市行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する規則（平成17年規則第２号）第３条

第１項に規定する電子情報処理組織をいう。）により行うことができる。 

（使用の不許可） 

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の

許可をしない。 

(1) 営利を目的として利用するとき。 

(2) 政治活動又は選挙運動のために利用するとき。 

(3) 宗教活動のために利用するとき。 

(4) 秩序を乱すおそれがあるとき。 

(5) 学校施設を損傷するおそれがあるとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めると

き。 

 （使用の中止） 

第13条 次の各号に該当する者については、開放施設の立入りを拒み、退去又

は利用の中止を命ずることができる。 

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者 

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者 

(3) 動物等を連行する者 

(4) 酒気を帯びている者 

(5) 管理員又は係員の指示に従わない者 

(6) その他施設の安全管理上、教育委員会が必要があると認める者 

（行為の制限） 

第14条 利用者は、第11条第１項の規定により受けた許可の範囲を超えて、学
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校の施設本来の用途又は目的を妨げてはならない。 

（使用許可の取り消し等） 

第15条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用

許可を取り消し、利用を制限し、又は利用を停止することができる。 

(1) この規則又は施設予約システム規則に違反したとき。 

(2) 第10条の規定により付された利用の条件に違反したとき。 

(3) 天候不順、災害、工事その他利用者の責めによらない事由により開放

施設の利用ができなくなったとき。 

(4) 学校が緊急に開放施設を利用するとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により利用者が許可を取り消され、利用を制限され、又は利用

を停止されたことにより生じた利用者の損害については、教育委員会はその

責めを負わない。 

（使用取消の届出） 

第16条 利用者が使用許可の取消しをするときは、使用日の前日まで（使用日

が土曜日、日曜日又は休日の場合は、直前の平日の午後４時まで）に教育委

員会に届け出なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１に定める校庭（夜間）又はテニスコー

ト（夜間）の区分の使用許可の取消しをするときは、使用日の当日午後４時

まで（使用日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、直前の平日の午後４時ま

で）に教育委員会に届け出るものとする。 

（利用権の譲渡禁止） 

第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（開放施設の変更の禁止） 

第18条 利用者は、開放施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ

教育委員会の承認を受けたときは、この限りではない。 

（事故防止及び事故発生時の責任） 
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第19条 利用者は、開放施設の利用に当たっては利用責任者を指定し、利用条

件を遵守するとともに事故防止に努めなければならない。 

２ 開放施設を利用中に発生した事故については、利用者が責任を負う。 

（利用者の賠償責任） 

第20条 利用者は、開放施設の利用に当たって開放施設又はその他学校施設等

に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむ

を得ない理由があると認められるときは、賠償額を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（原状回復の義務） 

第21条 利用者は、利用を終了したとき又は第15条第１項の規定により使用許

可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、直ちに開放施設を

現状に回復しなければならない。 

（適用除外） 

第22条 第６条第１項の規定により、運営委員会を置いた学校については、第

９条第３項から第５項まで、第11条及び第16条の規定は適用しない。 

２ 前項の場合における第12条及び第14条の規定の適用については、第12条中

「前条第1項の許可」とあるのは「許可」と、第14条中「第11条第1項に規定

する許可」とあるのは「許可」とそれぞれ読み替えるものとする。 

（委任） 

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

   付 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日以降の使用に係る、この規則による改正前の日野市立

学校体育施設の開放に関する規則の規定により既に行われた利用の手続及び

利用の許可については、この規則の規定により行われたものとみなす。 

３ この規則の規定による利用登録及び利用手続並びに使用許可に関して必要

な行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。 
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別表第１（第５条関係） 

学校区分 開放施設名 開放日 開放時間 

小学校 体育館 月曜日から金曜日ま

で 

午後６時から午後９時

まで 

日曜日、土曜日及び

休日 

午前９時から午後９時

まで 

校庭 日曜日、土曜日及び

休日 

午前９時から午後５時

まで 

テニスコート 日曜日、土曜日及び

休日 

午前９時から午後５時

まで 

特別教室 月曜日から金曜日ま

で 

午後６時から午後９時

まで 

日曜日、土曜日及び

休日 

午前９時から午後９時

まで 

中学校 体育館 月曜日から金曜日ま

で 

午後６時45分から午後

９時まで 

日曜日、土曜日及び

休日 

午前９時から午後９時

まで 

校庭 日曜日、土曜日及び

休日 

午前９時から午後５時

まで 

校庭（夜間） 月曜日から日曜日ま

で 

午後６時から午後９時

まで 

テニスコート 日曜日、土曜日及び

休日 

午前９時から午後５時

まで 

テニスコート

（夜間） 

月曜日から日曜日ま

で 

午後６時から午後９時

まで 

備考 「休日」とは、日野市の休日を定める条例（平成元年条例第10号）第

１条第１項第２号及び第３号に規定する日をいう。 
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別表第２（第８条関係） 

利用区分 利用の要件 

中学校の開放施設 市内に在住、在勤又は在学す

る者10人以上で構成されてい

る団体であって、団体の代表

者又は担当者（副代表者）が

成年者であり、かつ、３人以

上の成年者が含まれているも

のであること。 

小学校の開放施設 上記中学校の開放施設の区分

の利用登録の要件に該当する

者であって、市内に在住する

者が構成員の過半数を占める

もの。 

別表第３（第９条関係） 

抽選申込期間 空き施設の申込期間 

利用日の属する月の前月の18

日から19日まで 

利用日の属する月の前月の23

日から25日まで 
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ページ番号

議案第７７号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市立学校体育施設開放実施細則を廃止する規則の制定について

日野市立学校体育施設の開放に関する規則の全部改正に伴い、細則を廃止する
ものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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日野市教育委員会規則第   号 

 

日野市立学校体育施設開放実施細則を廃止する規則 

令和 年 月 日制定 

 

日野市立学校体育施設開放実施細則（昭和63年11月19日教育委員会規則第7号）は、

廃止する。 

付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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ページ番号

議案第７８号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年３月１８日  提出

日野市立教育センター所長の任命について

令和7年3月31日をもって日野市立教育センター所長の任期が満了となるため、
新たに任命するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

 - 105 -



 

 

《日野市立教育センター所長 任命者》 

氏  名 住  所 

竹山 弘志  

 

任期  自 令和７年４月 １日 

至 令和８年３月３１日 

 

 

 

 

《参考法令》 

日野市立教育センター設置条例  

 (職員 ) 

第５条  教育センターに所長その他必要な職員を置く。  
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請願審査 

 

請 願 

番 号 
請願第６－１３号 

受 付 

年月日 
令和７年２月１３日 

件 名 

落選・義家弘介氏ら”反日教組議連”が 09年６月文科省課長を呼び出し迫っ

た教特法第 18条２項改悪は、主権者教育の妨害なので今後とも改悪しないよ

う、文科省に意見書を出そう等の請願 

請願者 

住 所 

氏 名 
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ページ番号

報告事項第２８号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年３月１８日  提出

「第4次日野市子ども読書活動推進計画」の期間延長について

教育長　堀川　拓郎
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「第 4 次日野市子ども読書活動推進計画」の期間延長について 

概要 

令和 2 年度から 7 年度を計画期間とした「第 4 次日野市子ども読書活動推進計画」を令和 9 年度まで

延長する。 

 

計画期間及び今後のスケジュール 

日野市「子ども読書活動推進計画」の計画期間 

■第 1 次計画 H17～21 年度     ■第 3 次計画 H27～31 年度 

■第 2 次計画 H22～26 年度     ■第 4 次計画 R2～7 年度→R9 年度まで延長 

➢ 令和７年度（上半期） 

進捗調査票及びコロナ禍の状況においての計画への影響・課題のまとめを行うとともに、計画の現状を

把握する。 

➢ 令和７年度（下半期） 

改訂版に向けて、現計画の中で変更点が生じている内容を中心に、年内を目標に各課とすり合わせを行

い、令和８年度改訂版を作成する。 

 

改訂版にむけて 

計画の改訂を見据えるなか、都・国の子ども読書に関わる計画の期間と基本方針を調べた。下表参照。

（参考：文部科学省 HP、東京都ＨＰ） 

東京都 名称：「子供読書活動推進計画」の基本方針 

第３次 【期間：H27 年～H31 年度】 第４次 【期間：R3～R7 年度】 

１ 不読率の更なる改善 

２ 読書の質を向上 

３ 読書環境の整備 

 

１ 乳幼児期からの読書習慣の形成 

２ 学習の基盤となる資質・能力の育成のための読書活動

の推進 

３ 特別な配慮を必要とする子供の読書環境整備の推進 

４ 読書の質の向上 

国 名称：「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画の概要」の基本方針 

第４次 【期間：H30～R4 年度】 第５次 【期間：R5～R9 年度】 

Ⅰ 子供の読書活動に関する課題 

Ⅱ 子供の読書活動に関する課題の分析と

取組の方向性 

Ⅰ 不読率の低減 

Ⅱ 多様な子どもたちの読書機会の確保 

Ⅲ デジタル社会に対応した読書環境の整備 

Ⅳ 子どもの視点に立った読書活動の推進 

国の第５次計画の期間＝令和５年～令和９年度に合わせ、日野市の計画も令和９年度まで延長するこ

ととした。また、国の第５次計画の基本方針 Ⅱ 「多様な子どもたち」を包括する日野市の関係課とし

てセーフティネットコールセンターを「第 4 次日野市子ども読書活動推進計画」に追加する。 

今後、本計画における関係部署は下記のとおり。 

【子ども部】 子育て課、保育課、子ども家庭支援センター、発達・教育支援課 

【健康福祉部】 セーフティネットコールセンター 

【教育部】 教育指導課、学務課、庶務課、教育センター、中央公民館、ふるさと文化財課、図書館 
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